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平成 29 年度 財政健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定に基づき提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその基礎となる

事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼に審査を実施した。 

 

２ 審査の意見 

 （１）総合意見 

    審査に付された下記、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

健全化判断比率 平成 28年度（%） 平成 29年度（%） 早期健全化基準（%） 

① 実質赤字比率 ―  ― １４．５７  

② 連結実質赤字比率    ― ―    １９．５７ 

③ 実質公債費比率    ８．8    ９．２    ２５．０ 

④ 将来負担比率 ５８．０ ４５．６ ３５０．０ 

 

資金不足比率 平成 28年度（%） 平成 29年度（%） 経営健全化基準（%） 

⑤地方卸売市場特別会計    ―   ― ２０．０ 

 

 （２）個別意見 

   ① 実質赤字比率について 

平成２９年度の実質収支が黒字であり、実質赤字がないことから、実質赤

字比率は－４．４３％と負の数値となり、早期健全化基準の１４.５７％と比

較してもこれを下回り、良好な状態にあると認められる。 

② 連結実質赤字比率について 

平成２９年度の連結実質収支が黒字であり、連結実質赤字がないことから、

連結実質赤字比率は－１３．８８％と負の数値となり、早期健全化基準の 

１９.５７％と比較してもこれを下回り、良好な状態にあると認められる。 

③ 実質公債費比率について 

 平成２９年度の実質公債費比率は９．２％となっており、早期健全化基準

の２５.０％と比較すると、これを下回る比率となっている。 

④ 将来負担比率について 

平成２９年度の将来負担比率は４５．６％となっており、早期健全化基準の

３５０.０％と比較すると、これを下回る比率となっている。 



⑤ 資金不足比率について 

     平成２９年度の資金不足比率は、地方卸売市場特別会計については実質収支

が黒字であり－２７．８７％と負の数値となることから、資金不足はなく、経

営健全化基準の２０.０％と比較してもこれを下回っている。 

 

 （３）是正改善を要する事項 

    特に指摘すべき事項はない。 

 

 （４）その他 

    財政状況はほぼ落ち着いているものの、種子島清掃センター建設費の公債費相

当負担金や、汚泥再生処理センター、防災拠点中央公民館、新種子島産婦人科医

院の建設費元金などの大型建設事業等の償還が始まるため、実質公債費比率の上

昇は懸念材料である。今後ともこれらを踏まえ一層の財政運営の安定化を望むも

のである。 

 


